
 

令和８年度 茨城県特別支援教育巡回相談のご案内 

 

茨城県立鹿島特別支援学校 

 

１  目的 

幼児教育施設、小・中学校、義務養育学校、中等教育学校、高等学校等の要請に応じて、各県立特別支援学校

の専門性や施設・設備を生かした地域における特別支援教育のセンターとしての役割を果たすことにより、特別

支援教育の充実を図る。〈 特別支援教育課『特別支援教育巡回相談実施要項』より抜粋 〉 

 

２  本校の相談対応について  

本校の学区５市（鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市）の幼稚園､保育園､認定こども園､小学校､中学校､  

高等学校等、または関係機関からの相談に応じます。 

 

３  巡回相談について 

(1) これまでの相談例やその内容 

・ 幼児児童生徒の実態把握に関すること（各種検査結果の見方や活用も含む） 

・ 授業づくりや指導案作成に関すること（学習課題の設定、合理的配慮の考え方、評価の観点、教材の工夫等） 

・ 個別の教育支援計画や個別の指導計画作成と活用について  

・ 自立活動の指導に関すること 

・ 就労等に関する情報提供（療育手帳に関すること等） 

・ 特別支援教育に関する園や校内での研修協力 

・ 校内ケース会議または関係機関を交えた支援会議への参加 

 (2) 相談方法 

    ・ 来校相談（本校にお越しいただいて実施する相談） 

    ・ 出向き相談（巡回相談を依頼した園や学校等へ、本校の巡回相談員が訪問して実施する相談） 

    ・ 電話による相談 

 

４  巡回相談申込の手続き    ※（様式１）・（様式２）・（様式３）は、特別支援教育課から示された様式です。 

                           ※昨年度まで使用した「巡回相談票」（様式５）は、今年度からは不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

巡回相談の申込 

（様式１） 

実施日時の打合せ 

（電話） 

巡回相談の実施 

報告書の作成・送付 

（様式３） 

※実施後１ヶ月を目安に 

□担当者間で実施日時を調整します〔電話や電子メール〕 

※市教育委員会所管の園や小・中学校は、（様式１）に実施予定（日時、巡回

相談員氏名）を記載し、市教育委員会へ再度提出してください。 

【私立の園・小中高校、県立高校】 

□「特別支援教育巡回相談依頼書」

（様式１）を本校にお送りください。 

〔郵送または電子メール〕 

【公立の園、小学校、中学校】 

□「特別支援教育巡回相談依頼

書」（様式１）を管轄の市教育

委員会へ提出してください。 

 

 

依頼文書の作成・送付 

（様式２） 

□依頼元の園や学校は、本校に「特別支援教育巡回相談に係る職員の派遣

について（依頼）」（様式２）の提出もお願いします。 

□（様式１）や打合せでの情報を基に、幼児児童生徒の保育、授業の様子を

参観し、指導や支援方法等について、先生方と一緒に考えます。 

□園や校内研修、ケース会議にも参加しますので、ご相談ください。 

【公立の園、小学校、中学校】 

□「特別支援教育巡回相談に係る支

援記録」（様式３）を管轄の市教育

委員会と本校にお送りください。 

〔郵送または電子メール〕 

 

 

【私立の園・小中高校、県立高校】 

□「特別支援教育巡回相談に係

る支援記録」（様式３）を本校に

お送りください。 

〔郵送または電子メール〕 

 


